
令和４年に募集される補助⾦
の傾向

令和３年９⽉１７⽇



ものづくり補助金は
来年度は募集される





小規模事業者持続化補助金・
IT導入補助金は募集される





事業再構築補助金は
なくなるかもしれません





事業承継・引継ぎ等補助金は
来年も募集される





再生・承継案件への補助金は
継続する





給付金の不正受給については
厳しく対応





まとめ



補助金は獲れるときに
獲る

官邸主導の補助金に「来年」はない！





来年は融資の年！
融資動向

借入金にならない融資など最新情報



来年は「経営力強化資金」は
狙い目かも？





日本政策金融公庫の
保証人不要の融資制度

新創業融資制度

マル経融資

経営者保証免除特例制度

⽣活衛⽣改善貸付





経営改善計画策定は自分
で出来るようにするか

出来る人を探しておく



日本政策金融公庫からの情報

•返済猶予延長のための“借り換え”には
積極的に応じている

•年内の融資の申込みは10月半ばまでに



創業融資の件数は 増えている
傾向にある

来年は、創業融資支援ニーズが爆発的に増える



来年の目玉融資！
借入金にならない融資がある



挑戦支援資本強化特例
制度（資本性ローン）

新規事業や企業再建
などに取り組む中小企
業の財務体質強化を図
るために資本性
資金を供給する制度

挑戦⽀援資本強化特例
制度（資本性ローン）
の概要

ご利⽤いただける⽅ 直接貸付において、新企業育成貸付、企業活⼒強化貸付（⼀部の制
度を除く。）または企業再⽣貸付（⼀部の制度を除く。）を利⽤さ
れる⽅で、地域経済の活性化のために、⼀定の雇⽤効果（新たな雇
⽤または雇⽤の維持）が認められる事業、地域社会にとって不可⽋
な事業、技術⼒の⾼い事業などに取り組む⽅。

融資限度額 1社あたり 3億円
ただし、事業承継・集約・活性化⽀援資⾦（企業活⼒強化貸付）に
ついては、1社あたり別枠3億円

利率（年） 適⽤した貸付制度に基づき、貸付後1年ごとに、直近決算の業績に
応じて、3区分の利率が適⽤されます。
＜新企業育成貸付⼜は企業活⼒強化貸付を適⽤した場合＞
期間15年：5.45％、3.75％、0.45％
期間10年：5.00％、3.40％、0.45％
期間 7年：4.65％、3.15％、0.45％
期間5年1ヵ⽉：4.00％、2.70％、0.45％
＜企業再⽣貸付を適⽤した場合＞
期間15年：5.50％、3.35％、0.45％
期間10年：5.45％、3.30％、0.45％
期間 7年：5.40％、3.25％、0.45％
期間5年1ヵ⽉：5.30％、3.15％、0.45％

ご返済期間 15年・10年・7年、5年1ヵ⽉（期限⼀括償還）
担保・保証⼈等 無担保・無保証⼈
その他 •本特例による債務については、⾦融検査上⾃⼰資本と看做すこと

ができます。
•本特例による債務については、法的倒産⼿続きの開始決定が裁判
所によってなされた場合、全ての債務（償還順位が同等以下とされ
ているものを除く）に劣後します。

貸付条件など •上記以外の貸付条件は、各特別貸付で定められています。
•四半期毎の経営状況のご報告などを含む特約を締結していただき
ます。
•公庫が適切と認める事業計画書を提出していただきます。

融資のお申込み 直接貸付
⽇本公庫各⽀店の中⼩企業事業の窓⼝にお申し込みください。



まとめ

融資は事業を⼤きくするために
は必須

様々な⽤途、種類があるので知
ることが⼤事

年末以降は融資は下りにくくな
る傾向


